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一
　
は
じ
め
に

　

日
本
で
は
、
交
通
犯
罪
に
関
し
て
、
二
〇
一
四
年
に
自
動
車
運
転
死
傷
行
為
処
罰
法
が
制
定
さ
れ
る
と
い
う
大
き
な
動
き
が
あ
っ
た
。
私

は
、
そ
の
動
き
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
も
の
を
含
め
た
﹁
交
通
犯
罪
対
策
の
研
究
﹂
を
二
〇
一
五
年
二
月
に
公
刊
し
た
。）

1
（

修
士
論
文
の
テ

ー
マ
が
﹁
交
通
犯
罪
者
の
処
遇
﹂
で
あ
っ
た
の
で
、
四
〇
年
に
亘
る
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
動
車
の
安
全
車
に

は
以
前
か
ら
興
味
を
も
っ
て
調
べ
て
い
る
が
、
私
の
個
人
的
関
心
と
し
て
は
、
精
神
障
害
と
犯
罪
に
つ
い
て
も
研
究
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
患
者
な
ど
の
飲
酒
運
転
を
防
止
す
る
た
め
の
ア
ル
コ
ー
ル
・
イ
グ
ニ
ッ
シ
ョ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
（
運
転
者
の

呼
気
か
ら
ア
ル
コ
ー
ル
を
検
知
す
る
と
、
自
動
車
の
イ
グ
ニ
ッ
シ
ョ
ン
キ
ー
が
ロ
ッ
ク
さ
れ
、
エ
ン
ジ
ン
が
か
か
ら
ず
発
車
で
き
な
い
と
い

う
装
置
）
の
導
入
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
日
本
の
自
動
車
産
業
は
一
定
の
関
心
を
示
し
て
は
い
る
が
、
現
在
の
主
た
る
関
心
は
自
動

運
転
に
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
遺
憾
な
が
ら
、
ア
ル
コ
ー
ル
・
イ
グ
ニ
ッ
シ
ョ
ン
・
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
の
研
究
開
発
は
進
ん
で
い
な
い
。
も
っ

と
も
、
利
用
者
数
や
事
故
防
止
効
果
な
ど
を
考
え
る
と
当
然
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
自
動
運
転
に
つ
い
て
は
、
数
年
前
か
ら
実
用
化
さ
れ
て
い
る
自
動
ブ
レ
ー
キ
を
採
用
す
る
車
が
増
加
し
て
お
り
、
Ｔ
Ｖ
で
も
、
そ

の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
頻
繁
に
放
映
さ
れ
て
い
る
。
居
眠
り
運
転
を
防
止
す
る
装
置
も
以
前
か
ら
開
発
さ
れ
て
お
り
、
高
速
バ
ス
の
運
営
会
社

が
、
二
〇
一
六
年
の
秋
ま
で
に
、
保
有
す
る
バ
ス
約
一
九
〇
台
に
設
置
す
る
こ
と
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。）

2
（

し
か
し
、
自
動
ブ
レ
ー
キ
ほ
ど
の

需
要
は
な
い
の
で
、
装
備
さ
れ
て
い
る
車
種
も
限
定
さ
れ
て
お
り
、
自
動
ブ
レ
ー
キ
と
は
状
況
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
自
動
運
転
技
術
の
開
発
が
優
先
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
国
も
、
自
動
運
転
が
自
動
車
交
通

の
将
来
に
関
係
す
る
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
前
向
き
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
二
〇
一
六
年
五
月
二
〇
日
に
、
高
度
情
報
通
信

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
戦
略
本
部
が
﹁
官
民
Ｉ
Ｔ
Ｓ
構
想
・
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
二
〇
一
六
～
二
〇
二
〇
年
ま
で
の
高
速
道
路
で
の
自
動
走
行
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六
五

及
び
限
定
地
域
で
の
無
人
自
動
走
行
移
動
サ
ー
ビ
ス
の
実
現
に
向
け
て
～
﹂（
以
下
で
は
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
二
〇
一
六
と
略
称
す
る
））

3
（

を
発
表
し
、

六
月
二
三
日
に
、
内
閣
府
政
策
統
括
官
（
科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
担
当
）
が
﹁
戦
略
的
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
創
造
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｓ
Ｉ

Ｐ
）
自
動
走
行
シ
ス
テ
ム
研
究
開
発
計
画
﹂（
以
下
で
は
創
造
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
略
称
す
る
）
を
公
表
し
た
。）

4
（

（
1
）　

拙
著
﹁
交
通
犯
罪
対
策
の
研
究
﹂（
二
〇
一
五
年
）。

（
2
）　

朝
日
新
聞
二
〇
一
六
年
七
月
二
二
日
。

（
3
）　http://w

w
w

.kantei.go.jp.

（
4
）　

内
閣
府
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

二
　
問
題
の
所
在

　

自
動
車
メ
ー
カ
ー
が
自
動
運
転
車
の
開
発
に
積
極
的
な
の
は
、
そ
の
効
果
が
大
き
く
、
需
要
も
見
込
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
自
動
運
転
の

効
用
と
し
て
は
、
ま
ず
事
故
防
止
の
効
果
が
挙
げ
ら
れ
る
。
事
故
の
九
割
以
上
は
ド
ラ
イ
バ
ー
の
不
注
意
や
操
作
ミ
ス
で
あ
る
と
す
る
調
査

結
果
も
あ
り
、
自
動
ブ
レ
ー
キ
な
ど
の
運
転
支
援
装
置
が
事
故
防
止
に
役
立
つ
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
平
成
二
七

年
の
法
令
違
反
別
死
亡
事
故
発
生
件
数
を
見
る
と
、
合
計
四
〇
二
八
件
の
う
ち
、
安
全
運
転
義
務
違
反
が
二
二
一
六
件
（
五
五
・
〇
％
）
を

占
め
て
い
る）

5
（

。
そ
の
他
に
も
、
自
動
運
転
の
効
果
と
し
て
、
道
路
の
渋
滞
緩
和
や
、
高
齢
者
ら
﹁
移
動
弱
者
へ
の
支
援
﹂、
ド
ラ
イ
バ
ー
不

足
の
解
消
、
隊
列
走
行
に
よ
る
省
エ
ネ
効
果
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。）

6
（

　

自
動
走
行
シ
ス
テ
ム
と
は
、
加
速
・
操
舵
・
制
御
（
ア
ク
セ
ル
・
ハ
ン
ド
ル
・
ブ
レ
ー
キ
）
の
う
ち
複
数
の
操
作
を
一
度
に
行
い
、
又
は

そ
の
全
て
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
い
う
が
、）

7
（

自
動
運
転
に
つ
い
て
は
、
そ
の
段
階
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
レ
ベ
ル
一
は
、
運
転
支
援
で
あ
り
、
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六
六

ア
ク
セ
ル
・
ハ
ン
ド
ル
・
ブ
レ
ー
キ
の
い
ず
れ
か
の
操
作
を
シ
ス
テ
ム
が
行
う
状
態
を
い
う
。
つ
ま
り
、
自
動
ブ
レ
ー
キ
シ
ス
テ
ム
等
の
装

置
の
ひ
と
つ
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
レ
ベ
ル
二
は
、
ア
ク
セ
ル
・
ハ
ン
ド
ル
・
ブ
レ
ー
キ
の
う
ち
複
数
の
操
作
を
一
度
に
シ
ス

テ
ム
が
行
う
状
態
を
い
う
。
レ
ベ
ル
三
は
、
ア
ク
セ
ル
・
ハ
ン
ド
ル
・
ブ
レ
ー
キ
を
全
て
シ
ス
テ
ム
が
行
い
、
シ
ス
テ
ム
が
要
請
し
た
と
き

の
み
ド
ラ
イ
バ
ー
が
対
応
す
る
状
態
を
い
う
。
緊
急
時
に
の
み
人
間
が
運
転
す
る
と
い
う
形
態
の
こ
と
で
あ
る
。
国
の
定
義
で
は
、
レ
ベ
ル

二
と
三
が
﹁
準
自
動
走
行
シ
ス
テ
ム
﹂
と
さ
れ
て
い
る
。
最
終
の
レ
ベ
ル
四
は
、
ア
ク
セ
ル
・
ハ
ン
ド
ル
・
ブ
レ
ー
キ
を
全
て
シ
ス
テ
ム
が

行
い
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が
全
く
関
与
し
な
い
状
態
を
い
う
。
い
わ
ゆ
る
完
全
自
動
（
全
自
動
）
運
転
の
こ
と
で
あ
り
、
ド
ロ
ー
ン
の
よ
う
に
無

人
で
走
行
可
能
な
自
動
車
で
あ
る
。）

8
（

こ
の
う
ち
、
現
在
採
用
さ
れ
て
い
る
の
は
レ
ベ
ル
二
ま
で
で
あ
り
、
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
の
法
的
な

責
任
が
依
然
と
し
て
運
転
手
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
問
題
は
レ
ベ
ル
三
、
四
で
あ
る
。
レ
ベ
ル
三
は
、
航
空
機
の
自
動
操
縦

に
近
い
も
の
で
あ
り
、
自
動
車
の
製
造
会
社
や
運
行
会
社
の
責
任
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
レ
ベ
ル
四
で
は
、
企
業
の
責
任
が
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
国
も
、
レ
ベ
ル
三
に
つ
い
て
、
自
動
走
行
モ
ー
ド
中
は
、﹁
シ
ス
テ
ム
の
責
任
﹂
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。）

9
（

実
際
に
、

日
本
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
法
整
備
は
遅
れ
て
い
る
の
で
、
来
る
べ
き
完
全
自
動
運
転
の
時
代
に
備
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

（
5
）　

内
訳
は
、
運
転
操
作
不
適
が
一
二
・
五
％
、
漫
然
運
転
一
四
・
九
％
、
脇
見
運
転
一
一
・
五
％
、
安
全
不
確
認
一
〇
・
四
％
で
あ
る
（
平
成
二
八
年
版
交
通
安
全
白
書
四
〇
頁
）。

（
6
）　

朝
日
新
聞
二
〇
一
六
年
八
月
八
日
、
大
原
典
子
﹁＂
自
動
＂
運
転
車
に
期
待
～
産
官
学
の
協
働
が
鍵
か
～
﹂
ジ
ェ
ト
ロ
セ
ン
サ
ー
二
〇
一
六
年
六
月
号
七
頁
参
照
。

（
7
）　

警
察
庁
﹁
自
動
走
行
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
公
道
実
証
実
験
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
﹂（
二
〇
一
六
年
五
月
）（
警
察
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
一
頁
。

（
8
）　

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
二
〇
一
六
・
五
頁
。
創
造
プ
ロ
グ
ラ
ム
三
頁
、
朝
日
新
聞
二
〇
一
六
年
二
月
一
三
日
、
八
月
八
日
、
国
土
交
通
一
三
五
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
頁
参
照
。
な
お
、

全
体
を
五
段
階
に
分
け
る
も
の
と
し
て
、
Ｓ
・
Ｅ
・
シ
ュ
ラ
ド
ー
バ
ー
﹁
完
全
な
自
動
運
転
車
は
で
き
る
か
﹂
日
経
サ
イ
エ
ン
ス
二
〇
一
六
年
九
月
号
四
七
頁
が
あ
る
。

（
9
）　

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
二
〇
一
六
・
五
頁
。
創
造
プ
ロ
グ
ラ
ム
三
頁
。
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三
　
日
本
の
現
状

　

自
動
車
会
社
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
動
ブ
レ
ー
キ
装
置
を
搭
載
し
た
車
両
の
販
売
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
が
、
日
産
は
、
二
〇

一
六
年
八
月
下
旬
に
販
売
し
た
新
型
車
に
、
ハ
ン
ド
ル
、
ア
ク
セ
ル
、
ブ
レ
ー
キ
の
自
動
制
御
装
置
を
備
え
る
こ
と
と
し
た）
₁₀
（

。
ま
た
、
二
〇

一
六
年
五
月
に
起
き
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
テ
ス
ラ
モ
ー
タ
ズ
社
製
の
オ
ー
ト
パ
イ
ロ
ッ
ト
車
の
死
亡
事
故
も
大
き
く
報
道
さ
れ
て
い
る

し
、）
₁₁
（

警
視
庁
も
、
こ
の
事
故
を
受
け
て
、
八
月
三
日
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
、﹁﹃
自
動
運
転
﹄
機
能
の
車
を
ご
利
用
の
皆
様
へ
﹂
と
題
す
る
広

報
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、﹁
現
在
実
用
化
さ
れ
て
い
る
﹃
自
動
運
転
﹄
機
能
は
、
運
転
者
が
責
任
を
持
っ
て
安
全
運
転
を
行
う
こ
と
を
前

提
と
し
た
﹃
運
転
支
援
技
術
﹄
で
あ
り
、運
転
者
に
代
わ
っ
て
車
が
責
任
を
持
っ
て
安
全
運
転
を
行
う
完
全
な
自
動
運
転
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
た
め
、
運
転
者
は
機
能
の
限
界
や
注
意
点
を
正
し
く
理
解
し
、
機
能
を
過
信
せ
ず
、
責
任
を
持
っ
て
安
全
運
転
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
﹂
と
し
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
軽
傷
と
物
損
の
事
故
で
あ
る
が
、
自
動
運
転
装
置
を
過
信
し
た
た
め
に
起
き
た
事
故
が
二
〇
一
五
年
一
二

月
以
降
に
二
件
あ
っ
た
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。）
₁₂
（

　

朝
日
新
聞
社
と
讀
賣
新
聞
社
も
相
次
い
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。
朝
日
新
聞
社
メ
デ
ィ
ア
ラ
ボ
は
二
〇
一
六
年
八
月
一
日
に
東
京

で
﹁
自
動
運
転
技
術
で
私
た
ち
の
生
活
は
ど
う
変
わ
る
？
﹂
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。）
₁₃
（

讀
賣
新
聞
社
は
二
〇
一
六
年
七
月
三

日
に
﹁
自
動
運
転
社
会
の
実
現
に
向
け
て
﹂
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
行
っ
た
。）
₁₄
（

エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
と
い
う
雑
誌
で
も
二
〇
一
六
年
六
月
二
八

日
号
に
お
い
て
特
集
が
組
ま
れ
て
い
る
。
自
動
運
転
に
関
す
る
、
社
会
の
関
心
の
高
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
自
動
運
転
に
つ
い
て
の
法
的
問
題
に
関
す
る
議
論
は
、
遺
憾
な
こ
と
に
、
全
般
と
し
て
低
調
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え

な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
の
貴
重
な
業
績
と
し
て
、
二
〇
一
六
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
調
査
研
究
結
果
（
日
本
能
率
協
会
総
合
研
究
所
﹁
自

動
走
行
の
制
度
的
課
題
等
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
﹂）
を
紹
介
し
た
い
。
こ
れ
は
、
二
〇
一
五
年
度
の
警
察
庁
の
委
託
事
業
で
あ
る
が
、
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第
四
章
﹁
自
動
走
行
に
つ
い
て
の
法
律
上
・
運
用
上
の
課
題
﹂
の
中
で
、
自
動
走
行
に
係
る
刑
事
上
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
①
レ
ベ
ル
二
ま

で
は
、
自
動
走
行
モ
ー
ド
中
で
あ
っ
て
も
、
運
転
者
に
周
囲
の
道
路
交
通
状
況
等
の
監
視
（
モ
ニ
タ
ー
）
義
務
が
課
さ
れ
、
運
転
者
の
責
任

の
下
で
走
行
す
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
交
通
事
故
等
に
お
け
る
道
路
交
通
法
上
の
責
任
は
、
現
状
の
と
お
り
、
原
則
と
し
て
運
転
者
に
あ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
②
レ
ベ
ル
三
で
は
、
運
転
者
の
過
失
責
任
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
原
則
と
し
て
運
転
者
に
交
通
事
故
等
の
予

見
可
能
性
及
び
結
果
回
避
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。）
₁₅
（

　

さ
ら
に
、
弁
護
士
に
よ
る
論
文
で
は
、
刑
事
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。﹁
こ
の
場
合
、
例
え
ば
自
動

運
転
に
よ
っ
て
交
通
法
規
違
反
が
生
じ
た
場
合
、
運
転
者
（
運
転
操
作
者
）
は
刑
事
責
任
を
負
う
の
か
。
刑
事
責
任
を
問
う
た
め
に
は
故
意

又
は
過
失
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
機
械
に
よ
っ
て
当
該
違
反
が
生
じ
、
そ
れ
に
つ
い
て
運
転
者
に
認
識
又
は
認
識
可
能
性
が
な
け
れ
ば
刑
事

責
任
を
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
に
は
、
運
転
者
と
自
動
車
シ
ス
テ
ム
の
ど
ち
ら
に
落
ち
度
が
あ
っ
た

の
か
、
運
転
者
に
回
避
可
能
性
が
あ
っ
た
の
か
と
い
っ
た
事
実
認
定
が
必
要
と
な
り
、
ス
ピ
ー
ド
違
反
が
検
知
さ
れ
れ
ば
直
ち
に
交
通
反
則

切
符
が
交
付
さ
れ
る
と
い
う
現
行
の
交
通
反
則
通
告
制
度
が
機
能
し
な
く
な
る
お
そ
れ
は
あ
る
﹂。）
₁₆
（

　

前
者
は
、
過
失
犯
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
り
、
過
失
犯
の
成
否
に
つ
い
て
、
結
果
の
予
見
可
能
性
お
よ
び
回
避
可

能
性
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
叙
述
に
な
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
交
通
犯
罪
の
中
の
過
失
犯
を
取
り
上
げ
ず
、
道

路
交
通
法
違
反
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
論
稿
を
見
る
と
、
日
本
に
お
い
て
、
自
動
運
転
の
刑
事

責
任
つ
い
て
の
詳
し
い
検
討
が
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

（
10
）　

二
〇
一
六
年
九
月
三
日
の
報
道
（
朝
日
新
聞
）
で
は
、
再
発
進
に
不
具
合
が
見
つ
か
っ
た
た
め
出
荷
が
一
時
停
止
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）　

た
と
え
ば
、
産
経
新
聞
、
東
京
新
聞
な
ど
の
各
紙
が
二
〇
一
六
年
七
月
一
日
に
報
じ
て
い
る
。
朝
日
新
聞
二
〇
一
六
年
七
月
二
日
は
、﹁
自
動
運
転　

多
く
の
課
題
﹂
と
題

し
て
、﹁
今
回
の
事
故
は
あ
ら
ゆ
る
環
境
下
で
事
故
を
防
ぐ
こ
と
の
難
し
さ
を
示
し
て
い
る
﹂
と
し
て
い
る
。
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（
12
）　

東
京
新
聞
二
〇
一
六
年
七
月
七
日
。

（
13
）　

朝
日
新
聞
二
〇
一
六
年
八
月
八
日
。

（
14
）　http://w

w
w
2.nissann.co.jp/A

U
T

O
N

O
M

O
U

SD
R

IV
E

/04/index.htm
l.

（
15
）　

日
本
能
率
協
会
総
合
研
究
所
﹁
自
動
走
行
の
制
度
的
課
題
等
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
﹂
七
七－

七
八
頁
。

（
16
）　

高
橋
郁
夫
＝
有
本
真
由
﹁
自
動
車
シ
ス
テ
ム
の
法
律
問
題－

自
動
運
転
を
中
心
に
﹂Inform

ation N
etw

ork L
aw

 R
eview

, vol.14 （
二
〇
一
六
年
）
一
一
二
頁
。

四
　
日
本
の
法
制
度

　

日
本
の
交
通
犯
罪
処
罰
規
定
を
概
観
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
交
通
犯
罪
は
道
路
交
通
法
と
刑
法
に
定
め
ら
れ
て
お

り
、
飲
酒
運
転
や
ス
ピ
ー
ド
違
反
、
無
免
許
運
転
の
交
通
三
悪
を
代
表
と
す
る
道
路
交
通
法
違
反
と
、
刑
法
二
一
一
条
の
業
務
上
過
失
致
死

傷
罪
（
法
定
刑
の
上
限
は
懲
役
五
年
）
が
主
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
〇
一
年
に
刑
法
の
改
正
が
あ
り
、
飲
酒
運
転
や
ス
ピ
ー
ド

違
反
・
未
熟
運
転
、
妨
害
行
為
、
赤
信
号
無
視
な
ど
の
危
険
運
転
行
為
に
よ
る
死
傷
事
故
の
重
罰
化
を
図
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
が
刑
法
二

〇
八
条
の
二
に
定
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
立
証
が
困
難
な
事
例
が
現
れ
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
七
年
に
は
、
法
定
刑

の
上
限
を
懲
役
七
年
と
す
る
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
刑
法
二
一
一
条
二
項
）。
そ
れ
で
も
悪
質
・
無

謀
な
交
通
犯
罪
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
の
で
、
二
〇
一
五
年
に
は
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
と
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
に
加
え
て
、
準
危

険
運
転
致
死
傷
罪
、
過
失
運
転
致
死
傷
ア
ル
コ
ー
ル
等
影
響
発
覚
免
脱
罪
、
無
免
許
運
転
に
よ
る
加
重
な
ど
の
罪
を
定
め
て
、
こ
れ
ら
を
独

立
の
法
律
と
し
た
﹁
自
動
車
運
転
死
傷
行
為
処
罰
法
﹂
が
制
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
れ
と
並
行
し
て
、
道
路
交
通
法
違
反
に
つ
い
て
も
、
重

罰
化
や
処
罰
範
囲
の
拡
大
が
行
わ
れ
た
。
第
一
に
、
飲
酒
運
転
（
道
路
交
通
法
六
五
条
一
項
）
の
処
罰
は
、
二
〇
〇
七
年
に
、
五
年
以
下
の

懲
役
又
は
一
〇
〇
万
円
以
下
の
罰
金
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ
た
。
第
二
に
、
道
路
交
通
法
六
五
条
が
改
正
さ
れ
、
飲
酒
運
転
者
に
対
す
る
車
両
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〇

提
供
や
酒
類
提
供
、
要
求
・
依
頼
同
乗
な
ど
の
行
為
が
処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
効
果
も
あ
っ
て
、
飲
酒
運
転
は
大

幅
に
減
少
し
た
。）
₁₇
（

　

日
本
の
交
通
犯
罪
処
罰
規
定
の
特
徴
は
、
上
記
の
よ
う
に
、
複
雑
な
体
系
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
道
路
交
通
法
は
警
察
庁

の
所
管
で
あ
り
、
自
動
車
運
転
死
傷
行
為
処
罰
法
は
法
務
省
の
所
管
で
あ
る
か
ら
、
一
元
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。

（
17
）　

拙
著
（
註
1
）
一
頁
以
下
参
照
。

五
　
刑
法
上
の
諸
問
題

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
レ
ベ
ル
二
ま
で
は
、
運
転
者
の
過
失
責
任
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
場
合
に
、
外
国
の
文
献
で
は
、﹁
ロ
ボ
ッ
ト
か

ら
生
じ
る
危
険
を
制
御
す
る
た
め
の
合
理
的
な
手
段
を
と
る
の
を
怠
っ
た
場
合
に
、
操
作
者
の
刑
事
責
任
を
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。﹂）
₁₈
（

と
の

見
解
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、﹁
許
さ
れ
た
危
険
﹂
の
法
理
︱
﹁
許
さ
れ
た
危
険
（erlaubtes R

isiko

）
と
は
、
社
会
生
活
上
不
可
避
的
に
存

在
す
る
法
益
侵
害
の
危
険
を
伴
う
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
社
会
的
効
用
の
ゆ
え
に
そ
の
危
険
を
法
的
に
許
容
す
る
こ
と
を
い
う
﹂
︱）
₁₉
（

な
ど
も

関
係
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
二
〇
一
六
年
二
月
に
、
高
速
道
路
交
通
安
全
局
（
Ｎ
Ｈ
Ｔ
Ｓ
Ａ
）
が
、﹁
グ
ー
グ
ル
の
自
動
運
転
制
御

の
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
は
米
国
の
交
通
法
に
お
け
る
＂
ド
ラ
イ
バ
ー
＂
と
認
識
で
き
る
﹂
と
い
う
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
た
。）
₂₀
（

ま
た
、
ネ
バ

ダ
州
で
は
、﹁
自
動
運
転
車
の
運
転
操
作
に
お
い
て
、
当
該
運
転
操
作
者
が
物
理
的
に
当
該
車
両
に
存
在
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
﹂、
と
定
め

ら
れ
て
い
る
。）
₂₁
（

そ
う
す
る
と
、
自
動
車
会
社
や
運
行
会
社
の
責
任
が
問
題
と
な
る
。
日
本
の
刑
法
典
で
は
、
法
人
の
処
罰
は
認
め
ら
れ
て
お

ら
ず
、
行
政
取
締
を
目
的
と
し
た
特
別
法
に
お
い
て
法
人
処
罰
が
認
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
英
米
で
は
早
く
か
ら
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法
人
の
犯
罪
能
力
が
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
大
陸
法
の
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
法
人
の
犯
罪
能
力
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
フ
ラ

ン
ス
は
一
九
九
二
年
の
刑
法
改
正
に
お
い
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。）
₂₂
（

日
本
に
お
い
て
は
、
学
説
で
は
肯
定
説
が
有
力
で
あ
り
、

ま
た
、
最
近
は
、
交
通
犯
罪
被
害
者
か
ら
も
、
法
人
処
罰
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
五
年
に
鉄
道
事
故
で
乗
客
一
〇
六
人
が

死
亡
し
た
事
故
の
被
害
者
遺
族
等
が
鉄
道
会
社
の
処
罰
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。）
₂₃
（

し
た
が
っ
て
、
今
後
は
、
日
本
に
お
い
て
も
、
法
人
に

よ
る
過
失
犯
の
処
罰
を
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。）
₂₄
（

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
立
法
論
で
あ
り
、
日
本
の
現
状
で
は
、
解
釈
論
に
お
い
て
、
過
失
犯

の
成
否
や
過
失
犯
の
競
合
が
問
題
と
な
る
。）
₂₅
（

　

さ
ら
に
、
問
題
な
の
は
、
コ
グ
ニ
テ
ィ
ヴ
・
ト
ン
ネ
リ
ン
グ
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
レ
ベ
ル
三
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

自
動
走
行
シ
ス
テ
ム
の
レ
ベ
ル
三
は
、
ア
ク
セ
ル
・
ハ
ン
ド
ル
・
ブ
レ
ー
キ
を
全
て
シ
ス
テ
ム
が
行
い
、
シ
ス
テ
ム
が
要
請
し
た
と
き
の
み

ド
ラ
イ
バ
ー
が
対
応
す
る
状
態
の
こ
と
で
あ
り
、
緊
急
時
に
人
間
が
運
転
す
る
と
い
う
形
態
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、

こ
れ
が
数
十
年
前
か
ら
実
現
さ
れ
て
い
る
航
空
機
の
操
縦
で
あ
る
。
オ
ー
ト
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
飛
行
機
を
操
縦
中
に
突
発
的
な
異
変
が
生
じ
た

た
め
に
、
自
動
運
転
装
置
を
解
除
し
た
と
き
に
発
生
し
た
墜
落
事
故
に
つ
い
て
の
調
査
を
見
る
と
、
コ
グ
ニ
テ
ィ
ヴ
・
ト
ン
ネ
リ
ン
グ
が
事

故
の
原
因
で
は
な
い
か
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
コ
グ
ニ
テ
ィ
ヴ
・
ト
ン
ネ
リ
ン
グ
と
は
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
自
動
操
縦
の
状
態
か
ら
パ

ニ
ッ
ク
の
状
態
に
突
然
移
行
し
た
時
に
発
生
す
る
精
神
状
態
の
こ
と
で
あ
り
、
人
間
の
注
意
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
た
め
に
、
適
切
な
解
決

策
が
見
い
だ
せ
な
い
状
態
の
こ
と
を
い
う
。）
₂₆
（

こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
人
間
か
シ
ス
テ
ム
の
い
ず
れ
が
責
任
を
負
う
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
日
本
の
刑
法
理
論
で
は
、
自
動
操
縦
装
置
が
解
除
さ
れ
た
と
き
に
適
切
な
対
応
が
と
れ
な
か
っ
た
人
間
＝
ド

ラ
イ
バ
ー
が
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、そ
の
よ
う
な
現
象
が
す
で
に
判
明
し
て
い
る
状
態
で
は
、コ
グ
ニ
テ
ィ
ヴ
・

ト
ン
ネ
リ
ン
グ
と
い
う
状
態
に
陥
っ
た
場
合
の
対
処
策
を
シ
ス
テ
ム
が
講
じ
る
必
要
が
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
不
十
分
で
あ
っ
た

と
き
に
は
、
シ
ス
テ
ム
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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ま
た
、
飲
酒
運
転
の
場
合
も
、
現
在
の
日
本
の
法
制
度
で
は
、
レ
ベ
ル
三
の
場
合
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
が
運
転
に
従
事
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
交
通
検
問
の
際
に
酩
酊
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
、
酒
気
帯
び
運
転
や
飲
酒
運
転
に
は
な
ら
な
い
が
、
自
動
運
転
装
置
が
解

除
さ
れ
た
と
き
に
、
酩
酊
の
た
め
に
ド
ラ
イ
バ
ー
が
適
切
な
対
応
が
取
れ
ず
、
人
身
事
故
を
起
こ
し
た
場
合
は
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
解
決
が
妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

（
18
）　

S. G
less , E

. Silverm
an and T. W

eigend, If R
obots C

ause H
arm

, W
ho Is to B

lam
e? Self-D

riving C
ars and C

rim
inal L

iability, N
ew

 C
rim

inal L
aw

 

R
eview

, January 29,2016. A
vailable at SSR

N
.

（
19
）　

大
谷
實
﹁
刑
法
講
義
総
論　

新
版
第
四
版
﹂（
二
〇
一
二
年
）
二
七
一
頁
。

（
20
）　

土
方
細
秩
子
﹁﹃
Ａ
Ｉ
＝
ド
ラ
イ
バ
ー
﹄
な
の
か　

一
歩
先
行
く
米
国
の
理
論
﹂
週
刊
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
二
〇
一
六
年
六
月
二
八
日
号
二
七
頁
。
朝
日
新
聞
二
〇
一
六
年
二
月

一
三
日
参
照
。

（
21
）　

高
橋
郁
夫
＝
有
本
真
由
・
前
掲
論
文
（
註
16
）
一
〇
九
頁
。J. K

. G
urney, D

riving into the U
nknow

n: E
xam

ining the C
rossroads of C

rim
inal L

aw
 and 

A
utonom

ous V
ehicles （A

pril 22, 2015

）. 5 W
ake F

orest J. L
. &

 P
ol’y 414 （2015

）. A
vailable at SSR

N
: http://ssrn.com

.

（
22
）　

拙
稿
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
法
人
の
刑
事
責
任
﹂
刑
法
雑
誌
三
五
巻
三
号
一
頁
以
下
参
照
。

（
23
）　

毎
日
新
聞
社
説
二
〇
一
六
年
四
月
二
四
日
、
組
織
罰
を
実
現
す
る
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://soshikibatsu.jp/

）
参
照
。

（
24
）　

法
人
犯
罪
全
般
に
つ
い
て
は
、
川
崎
友
巳
﹁
企
業
の
刑
事
責
任
﹂（
二
〇
〇
四
年
）、
樋
口
亮
介
﹁
法
人
処
罰
と
刑
法
理
論
﹂（
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
参
照
。

（
25
）　

岡
部
雅
人
﹁
自
動
運
転
車
に
よ
る
事
故
と
刑
事
責
任
﹂
愛
媛
法
学
会
雑
誌
四
三
巻
三
・
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
頁
以
下
参
照
。

（
26
）　

C
. D

uhigg, Sm
arter F

aster B
etter, 2016, p.76.　

三
谷
宏
治
﹁
自
動
運
転
で
ヒ
ト
の
脳
は
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し
や
す
く
な
る
﹂
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
オ
ン
ラ
イ
ン
二
〇
一

六
年
八
月
四
日
、
加
藤
貴
之
﹁
ス
ト
レ
ス
で
起
こ
る
ト
ン
ネ
ル
・
ビ
ジ
ョ
ン
を
防
ぐ
﹂Terra
二
〇
一
三
年
二
月
号
一
〇
頁
以
下
参
照
。
レ
ベ
ル
三
の
場
合
の
人
間
ド
ラ
イ
バ

ー
に
生
じ
る
注
意
散
漫
や
居
眠
り
の
問
題
に
つ
い
て
、
ジ
ョ
ン
・
マ
ル
コ
フ
﹁
人
工
知
能
は
敵
か
味
方
か
﹂（
二
〇
一
六
年
）
八
三
頁
参
照
。
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四
一

三
七
三

六
　
交
通
犯
罪
の
被
害
者

　

日
本
で
は
、
被
害
者
な
い
し
被
害
者
遺
族
（
被
害
者
等
）
の
要
望
も
あ
っ
て
、
交
通
犯
罪
に
関
す
る
法
改
正
が
行
わ
れ
て
き
た
。
交
通
犯

罪
の
被
害
者
等
が
、
数
十
万
人
の
署
名
を
集
め
て
法
務
大
臣
に
提
出
し
た
こ
と
が
危
険
運
転
致
死
傷
罪
な
ど
を
制
定
す
る
法
改
正
の
契
機
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。）
₂₇
（

　

さ
ら
に
、
航
空
機
の
事
故
で
は
、
過
失
事
故
加
害
者
の
被
害
者
化
と
い
う
問
題
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。）
₂₈
（

パ
イ
ロ
ッ
ト

や
医
師
な
ど
の
専
門
性
の
高
い
職
業
に
従
事
す
る
者
が
事
故
を
起
こ
し
た
と
き
に
、
彼
ら
が
抱
え
る
精
神
的
な
問
題
へ
の
対
処
の
必
要
性
が

訴
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
コ
グ
ニ
テ
ィ
ヴ
・
ト
ン
ネ
リ
ン
グ
に
よ
る
事
故
に
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
二
〇
一
六
年
に
映
画
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
﹁
ハ
ド
ソ
ン
川
の
奇
跡
﹂
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇
九
年

に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
、
旅
客
機
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
空
港
を
離
陸
直
後
に
鳥
の
群
れ
に
衝
突
（
バ
ー
ド
・
ス
ト
ラ
イ
ク
）
し
て
飛

行
不
能
と
な
っ
た
が
、
機
長
の
咄
嗟
の
判
断
に
よ
っ
て
ハ
ド
ソ
ン
川
に
緊
急
着
水
し
、
乗
客
乗
員
全
員
が
助
か
っ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。

こ
の
機
長
は
、
当
初
は
国
民
的
英
雄
と
し
て
賞
賛
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
国
家
運
輸
安
全
委
員
会
に
お
い
て
、
緊
急
着
水
と
い
う
方
法
が
妥

当
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。）
₂₉
（

も
し
、
そ
こ
で
、
他
に
適
切
な
方
法
が
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
緊
急
着
水
と

い
う
危
険
な
手
段
を
と
っ
た
こ
と
が
不
適
切
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
機
長
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

を
見
れ
ば
、
過
失
事
故
加
害
者
の
被
害
者
化
と
い
う
問
題
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
犯
罪
被
害
者
の
要
望
と
し
て
は
、
加
害
者
の
処
罰
や
、
真
相
の
究
明
（
事
故
調
査
）、
同
種
事
件
の
再
発
防
止
な
ど
が
あ
り
、
こ

れ
へ
の
対
応
も
必
要
と
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
自
動
運
転
事
故
の
被
害
者
支
援
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
今
か
ら
考
え
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。）
₃₀
（
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七
四

　

な
お
、
私
法
の
領
域
で
あ
る
が
、
自
動
車
保
険
の
問
題
も
避
け
て
は
通
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
被
害
者
補
償
と
い
う
点
で
、

交
通
犯
罪
の
被
害
者
は
、
他
の
犯
罪
と
違
う
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
交
通
犯
罪
の
場
合
の
大
半
は
、
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
等
に

よ
る
補
償
が
受
け
ら
れ
る
の
で
、
過
失
犯
は
犯
罪
被
害
給
付
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。
自
動
運
転
の
場
合
に
、
自
動
車
保
険
に
よ
っ

て
、
ど
れ
だ
け
の
損
害
が
補
償
さ
れ
る
の
か
は
重
大
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
の
検
討
も
不
可
欠
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
27
）　

読
売
新
聞
政
治
部
﹁
法
律
は
こ
う
し
て
生
ま
れ
た　

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
立
法
国
家
﹂（
二
〇
〇
三
年
）
九
〇
頁
以
下
、
前
掲
拙
著
（
註
１
）
四
九
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
二
木

雄
策
﹁
交
通
死
﹂（
一
九
九
七
年
）、佐
藤
光
房
﹁
遺
さ
れ
た
親
た
ちPA

R
T

 I-V

﹂（
一
九
九
二
年
︱
一
九
九
七
年
）、井
上
郁
美
﹁
永
遠
の
メ
モ
リ
ー
﹂（
二
〇
〇
〇
年
）、同
﹁
東

名
事
故
か
ら
十
年
目
の
訴
え
﹂（
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。

（
28
）　

藤
原
琢
也
﹁
過
失
事
故
加
害
者
の
被
害
者
化
﹂
被
害
者
学
研
究
二
六
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
七
頁
以
下
参
照
。See, S. D

ekker, Second V
ictim

, 2013.

（
29
）　

Ｃ
・
サ
レ
ン
バ
ー
ガ
ー
﹁
機
長
、
究
極
の
決
断　
﹃
ハ
ド
ソ
ン
川
﹄
の
奇
跡
﹂（
二
〇
一
一
年
）
三
一
七
頁
以
下
参
照
。

（
30
）　

全
体
に
つ
い
て
、
拙
稿
﹁
交
通
犯
罪
の
被
害
者
﹂
椎
橋
隆
幸
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
﹁
新
時
代
の
刑
事
法
学
﹂（
二
〇
一
六
年
）
四
九
九
頁
以
下
参
照
。

七
　
お
わ
り
に

　

安
倍
晋
三
内
閣
総
理
大
臣
は
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
に
、﹁
二
〇
二
〇
年
（
東
京
）
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
の
無
人
自
動

走
行
に
よ
る
移
動
サ
ー
ビ
ス
や
、
高
速
道
路
で
の
自
動
運
転
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
す
る
﹂
と
発
言
し
た
。）
₃₁
（

四
年
後
の
二
〇
二
〇
年
に
は
、

自
動
運
行
シ
ス
テ
ム
が
飛
躍
的
に
発
展
し
、
従
来
の
法
制
度
で
は
対
応
で
き
な
く
な
る
状
況
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

自
動
運
転
車
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
諸
問
題
を
初
め
と
し
て
、
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
問
題
を
予
想
し
て
、
対
応
を
図
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三

三
七
五

る
必
要
が
あ
る
。
日
本
で
は
、
一
九
六
〇
年
か
ら
一
九
八
〇
年
の
間
に
大
き
な
刑
事
法
改
革
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
日
本
の
治
安
が
よ

い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
背
景
に
は
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
強
く
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
刑
事
立
法
の
在
り
方
の
研
究
が
大
き

く
進
展
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
態
を
招
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
刑
法
の
解
釈
学
だ
け
で
な
く
、
立
法
学
の
研
究
の
発
展

が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
際
に
は
、
当
然
、﹁
重
か
る
べ
く
は
重
く
、
軽
か
る
べ
き
は
軽
く
﹂
と
い
う
適
正
な
処
罰
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
目
標
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
交
通
犯
罪
に
関
し
て
は
、
被
害
者
の
要
望
を
受
け
た
厳
罰
化
が
行
わ
れ
た
と
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
が
見
ら
れ
る
。）
₃₂
（

ま
た
、

医
療
事
故
や
鉄
道
・
航
空
事
故
等
を
念
頭
に
置
い
て
、
過
失
犯
処
罰
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
、
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。）
₃₃
（

右
に
紹

介
し
た
﹁
過
失
事
故
加
害
者
の
被
害
者
化
﹂
の
問
題
は
、
後
者
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
補
足
を
す
る
と
、

通
常
の
大
量
の
交
通
犯
罪
・
過
失
犯
の
中
に
は
、
故
意
責
任
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
悪
質
・
無
謀
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
被
害
者
の

要
望
な
ど
も
あ
っ
て
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
な
ど
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
医
療
事
故
や
鉄
道
・
航
空
事
故
等
で
は
、

加
害
者
が
高
度
の
訓
練
を
受
け
た
専
門
家
で
あ
る
の
で
、
交
通
事
故
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
悪
質
・
無
謀
な
も
の
の
数
は
き
わ
め
て
少
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
の
自
動
運
転
車
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
過
失
犯
の
捉
え
方
に
大
き
な
変
更
を
加
え
る
か
ど
う
か
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
、
適
正
な
処
罰
と
は
何
か
が
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

完
全
自
動
運
転
が
実
現
す
れ
ば
、
過
失
犯
理
論
に
も
大
き
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
今
後
、
活
発
な
調
査
研
究

を
行
う
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
自
動
運
転
の
問
題
は
、
人
工
知
能
の
問
題
で
も
あ
る
。
実
際
に
、
自
動
運
転
の
開
発
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で

は
、
電
気
自
動
車
メ
ー
カ
ー
の
テ
ス
ラ
と
、
グ
ー
グ
ル
（
Ｉ
Ｔ
検
索
）
や
ウ
ー
バ
ー
（
配
車
ア
プ
リ
）
な
ど
の
人
工
知
能
に
関
連
す
る
企
業

で
あ
る
が
、
日
本
で
は
、
日
産
や
ト
ヨ
タ
な
ど
の
自
動
車
会
社
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
九
月
に
、
パ
ナ
ソ
ニ
ッ
ク
が
完
全
自
動
運
転
車
を
実
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六

現
す
る
人
工
知
能
の
開
発
に
乗
り
出
し
た
こ
と
が
報
道
さ
れ
た
が）
₃₄
（

、
適
正
な
動
き
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
自
動
車
メ

ー
カ
ー
の
フ
ォ
ー
ド
が
、
Ｉ
Ｔ
企
業
と
連
携
し
て
、
完
全
自
動
運
転
車
の
実
用
化
を
計
画
し
て
い
る
し
、
ド
イ
ツ
の
Ｂ
Ｍ
Ｗ
も
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
国
の
半
導
体
企
業
の
イ
ン
テ
ル
な
ど
と
組
ん
で
、
同
様
の
計
画
を
立
て
て
い
る
。）
₃₅
（

い
ず
れ
に
し
て
も
、
人
工
知
能
と
我
々
が
ど
う
向
き

合
う
か
と
い
う
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
お
か
な
い
と
、
こ
の
問
題
の
適
切
な
解
決
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
自
動
車
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
は
、﹁（
自
動
運
転
車
は
）
技
術
、
社
会
受
容
性
、
法
律
、
こ
の
三
点
セ
ッ
ト
が
う
ま
く
ハ
ー
モ
ナ
イ
ズ
し
な
い
と
普
及
で
き
な
い
﹂
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
社
会
受
容
性
と
い
う
の
は
、
自
動
運
転
車
を
社
会
が
受
け
入
れ
る
の
に
は
、
大
き
な
革
命
で
あ
る
か

ら
、
様
々
な
問
題
が
生
じ
る
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る
対
応
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。）
₃₆
（

要
す
る
に
、
こ
れ
は
文
明
論
で
も
あ
る
の

で
、
幅
広
い
視
野
に
立
っ
て
、
検
討
す
べ
き
問
題
だ
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
の
問
題
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
は
、
工
学
、
社
会
学
、
心
理
学
を
初
め
と
す
る
様
々
な
学
問
領
域
と
の
共
同
・
連
携
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
く
に
、

文
系
と
理
系
の
研
究
者
の
共
通
理
解
を
得
て
、
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

二
〇
一
六
年
九
月
二
〇
日
に
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
は
、
自
動
運
転
車
を
め
ぐ
る
規
制
指
針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
を
公
表
し
た
。
そ
の

直
後
の
九
月
二
五
日
に
、
主
要
七
カ
国
（
Ｇ
７
）
交
通
相
会
合
は
、
自
動
運
転
車
の
国
際
的
な
安
全
基
準
づ
く
り
で
協
調
す
る
こ
と
を
柱
と

す
る
共
同
宣
言
を
採
択
し
た
。）
₃₇
（

こ
の
よ
う
に
、
自
動
運
転
車
の
開
発
を
め
ぐ
っ
て
は
、
日
米
欧
の
主
導
権
争
い
が
顕
在
化
し
て
き
て
い
る
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
広
く
認
識
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
自
動
運
転
車
の
走

行
に
大
き
な
障
害
と
な
る
ハ
ッ
カ
ー
の
問
題
に
国
連
が
取
り
組
む
の
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。）
₃₈
（

（
31
）　

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
二
〇
一
六
・
四
頁
。

（
32
）　

高
山
佳
奈
子
﹁
交
通
犯
罪
と
刑
法
改
正
﹂
刑
法
雑
誌
四
四
巻
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
〇
頁
以
下
、同
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
死
角
﹂
世
界
二
〇
〇
八
年
三
月
号
二
五
頁
、

北
川
佳
世
子
﹁
危
険
運
転
致
死
傷
罪
を
適
用
で
き
な
い
と
す
る
司
法
判
断
は
常
識
は
ず
れ
か
？
﹂
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
四
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
六
頁
、
八
尋
光
秀
﹁
飲
酒
運
転



（　
　
　

）

自
動
運
転
車
と
刑
事
法

同
志
社
法
学　

六
九
巻
二
号�

四
五

三
七
七

事
故
と
道
路
交
通
法
等
の
改
正
を
中
心
と
す
る
法
的
取
り
組
み
﹂﹃
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬
物
関
連
三
学
会
合
同
飲
酒
運
転
対
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
﹄
日
本
ア
ル
コ
ー
ル
・
薬

物
医
学
会
雑
誌
四
六
巻
一
号
（
二
〇
一
一
年
）（http://w

w
w

.j-arukanren.com
/general/48.htm

l

）
六
六
頁
参
照
。

（
33
）　

た
と
え
ば
、
甲
斐
克
則
﹁
過
失
・
危
険
の
防
止
と
（
刑
事
）
責
任
の
負
担
﹂
法
律
時
報
八
八
巻
七
号
（
二
〇
一
六
年
）
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
34
）　

産
経
新
聞
二
〇
一
六
年
九
月
二
五
日
。

（
35
）　

毎
日
新
聞
二
〇
一
六
年
八
月
一
七
日
。

（
36
）　

清
水
和
夫
﹁
自
動
運
転
車
の
普
及
で
問
わ
れ
る
＂
人
と
社
会
の
幸
せ
＂﹂
経
済
界
一
〇
六
〇
号
（
二
〇
一
六
年
三
月
八
日
）
二
九
頁
。
マ
ー
テ
ィ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
﹁
ロ
ボ
ッ

ト
の
脅
威
﹂（
二
〇
一
五
年
）
二
二
六
頁
以
下
、
ウ
ェ
ン
デ
ル
・
ウ
ォ
ラ
ッ
ク
﹁
人
間
VS
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
﹂（
二
〇
一
六
年
）
二
九
八
頁
以
下
参
照
。

（
37
）　

毎
日
新
聞
二
〇
一
六
年
九
月
二
一
日
、
九
月
二
五
日
。

（
38
）　

産
経
新
聞
二
〇
一
六
年
八
月
二
三
日
。See, D

.J.G
lancy, A

utonom
ous and A

utom
ated and C
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ars
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＊  

本
稿
は
、
二
〇
一
六
年
九
月
九
日
に
韓
国
・
大
田
市
で
開
催
さ
れ
た
韓
国
法
学
会
・
韓
国
交
通
研
究
院
交
通
技
術
研
究
所
主
催
の
韓
・
日

国
際
学
術
大
会
﹁
自
動
運
転
車
の
実
用
化
に
よ
る
法
的
諸
問
題
﹂
に
お
い
て
行
っ
た
報
告
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

＊ 

脱
稿
後
に
、
今
井
猛
嘉
﹁
自
動
車
の
自
動
運
転
と
運
転
及
び
運
転
者
の
概
念
﹂
研
修
八
二
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
三
頁
以
下
、
同
﹁
自
動

車
の
自
動
運
転
と
刑
事
実
体
法
﹂
西
田
典
之
先
生
献
呈
論
文
集
（
二
〇
一
七
年
）
五
一
九
頁
以
下
、
特
集
﹁
自
動
運
転
と
民
事
責
任
﹂
ジ

ュ
リ
ス
ト
一
五
〇
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
四
頁
以
下
に
接
し
た
。
ま
た
、
政
府
は
、
二
〇
二
〇
年
ま
で
に
高
速
道
路
で
の
ト
ラ
ッ
ク
隊

列
自
動
走
行
と
地
方
で
の
無
人
自
動
走
行
に
よ
る
移
動
サ
ー
ビ
ス
を
実
現
さ
せ
る
計
画
を
立
て
て
い
る
（
朝
日
新
聞
二
〇
一
七
年
二
月
一

七
日
）。
そ
し
て
、
警
察
庁
は
、﹁
自
動
運
転
の
段
階
的
実
現
に
向
け
た
調
査
研
究
報
告
書
﹂
を
二
〇
一
七
年
三
月
に
公
表
し
、
四
月
に
は

遠
隔
型
自
動
走
行
シ
ス
テ
ム
の
公
道
実
験
の
許
可
基
準
案
に
つ
い
て
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
し
た
。




